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新型コロナワクチン接種後における感染対策の徹底（継続）について 

 

 

日頃より本市の介護保険行政の推進にご理解を賜り厚くお礼申し上げます。 

また、事業所の皆様には利用者の日々の生活を守るため感染防止対策に取り組んでい

ただき、感謝申し上げます。 

さて、先日、「介護事業所でワクチン接種を終えた人から、マスクの着用をしなくても

よい。」としている事業所があると市へ情報提供がございました。 

厚生労働省においては、『新型コロナウイルス感染症については、ワクチン接種後であ

っても、他の方への感染をどの程度予防できるかはまだわかっていない』とのことから、

引き続き「３つの蜜（密集、密接、密閉）」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗い

や手指消毒用アルコールによる消毒の励行などの感染予防対策の継続を求めています。

（ご利用者等の中には様々な理由によりワクチン接種を受けられていない方もおられま

す。） 

以上のことから、介護事業所の皆様におかれましては、引き続き感染予防対策の徹底

をお願いいたします。 

ご多忙の中、お手数をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 
【問合せ・提出先】 

大牟田市 保健福祉部 福祉課 

介護保険担当 

ＴＥＬ：0944-41-2683 

ＦＡＸ：0944-41-2662 
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